
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に向けた

日本理学療法士協会・都道府県理学療法士会の対策



１．経済財政運営と改革の基本方針2018で閣議決定

〇 国保と後期高齢者の保健事業の接続の必要性

〇 フレイル状態に着目した疾病予防の取組の必要性

２．2020年４月１日に改正法施行

〇 市町村が、介護の地域支援事業、国保の保健事業との一体的
な取り組みを実施

〇 広域連合は、広域計画に、広域連合と市町村の連携内容を規
定、専門職の人件費等の委託事業費を交付

〇 三師会等の医療関係団体は、取り組み全体への助言、かかりつ
け医等との連携強化 等
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（概要）
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協会のこれまでの取組みと経過

１．一体的な実施の「医療専門職」に、理学療法士の記載は一切なく、リ

ハビリテーション専門職の活動が埋もれていた。

２．加藤厚生労働大臣に対し、一体的な実施に関する要望を提出。

３．リハビリテーションを考える議員連盟総会を開催し、理学療法士等を

明示するよう要望。保険局長から、「令和2年度予算成立後に改めて

示される案において、意見を反映できるか検討したい」との発言。

４．理学療法士の参画が実現することとなり、３月●日に厚生労働省保

険局高齢者医療課から都道府県及び広域連合宛てに通知（理学療

法士等が明記されたもの）を発出。



都道府県理学療法士会の具体的な取組みについて（短期的）

〇 日ごろの都道府県及び市町村との関係性のもと、事業を受託できるよう取り組む。

〇 理学療法士等が記載されたことについては、都道府県や市町村に十分に伝わって
いないため、まずは都道府県、市町村または広域連合への渉外活動を重点的に行う。
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１． 都道府県、市町村、または広域連合に、以下の点を確認する。

〇 現在の事業の継続性について、行政側はどのように考えていますか？

〇 委託事業費の方向性をどのように考えられていますか？

〇 2020年度に委託を受ける市町村は決まっていますか？

※ 現在の行政機関との関係性については都道府県によって様々であることから、

どの行政機関に確認をするかについては問わない。

２． 行政に確認できた情報を、協会と共有する。

※ 第1四半期中（６月末まで）に実施することを目標とする。
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広域連合

市町村

日本理学療法士協会

都道府県理学療法士会 国（厚生労働省）

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するための取組イメージ

３．フレイル人材の育成支援

・ e-ラーニングの作成と配信
・ 厚労省作成資料等の共有

１．都道府県の体制整備支援

・ 実態把握調査・モデル構築
・ 全国の実施状況の共有
・ 活動の推進及び均霑化

２．対外（渉外）活動支援

・ 厚労省等政府の資料を共有
・ 理学療法ハンドブック活用

２．渉外
部門

雇用依頼・事業
委託等への対応

研修会
行政、他職種、高齢者等

相談支援

委
託

支援

【基本方針の策定】
実施主体

県医師会・
栄養士会等

郡市医師会・
栄養士会等

通いの場

市町村・ブロッ
ク・郡市医師会
単位の組織

日本医師会
栄養士会等

助
言
援
助

事業
実施

【広域計画】
市町村との連携

必要に応じて医療・介護
サービスにつなげていく

４．他職種連携支援

・ 医師、保健師、栄養士等の
専門職との連携強化に向け
た他団体連携強化等

〇 広域連合が定める広域計画と市町村が定める基本的な方針は、2019年に発出された厚生労働省の通知（７月５日）とガイド
ライン（10月16日）および医療専門職の解釈に関する通知（10月25日）に従って検討・作成作業が進んでいる。

〇 一方で、この時点において、理学療法士は医療専門職に含まれていないことから、まずは都道府県、広域連合および市町村
担当者に対する渉外活動を、最優先事項として早急に展開する必要がある。

１．理事・
担当部局等

体制整備

都道府県・
保健所

最優先事項

３．実践
部門

重点的取組
通いの場参加率６％
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広域連合
市町村

日本理学療法士
協会

渉外活動 ①厚労省 ②日本医師会、看護協会、 栄養士会等

１．理事・担当
部局等

２．渉外部門

３．実践部門

４．他職種連携

年度別アクションプラン（介護予防・フレイル予防）

2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3） 2022（R4) 2023（R5) 2024（R6）

・広域計画策定
・広域連合と市町村
の委託契約
・市町村基本方針の
策定等

10月16日
ガイドライン
改訂・公表

２
０
２
４
年
度
ま
で
に
す
べ
て
の
市
町
村
に
お
い
て
一
体
的
な
実
施
を
展
開

e-ラーニング作成 e-ラーニング配信 実
態
調
査

実
態
調
査

調
査
結
果
共
有

調
査
結
果
共
有

介
護
予
防
に
資
す
る
通
い
の
場
へ
の
参
加
率
を

２
０
２
０
年
度
末
ま
で
に
６
％

令
和
２
年
４
月
１
日

改
正
法
施
行

介護予防＋フレイル予防の実践（相談支援・研修会の対応等を含む）

関
連
資
料
共
有

実
態
調
査

関連資料確認

渉外活動
①広域連合
②都道府県
③市町村

関連資料確認

県・市町村等各
種計画等を把
握・分析

介
護
予
防
・
フ
レ
イ
ル
予
防
対
策
協
議
会

・実態調査結果等を踏まえた企画・調整・体制整備

e-ラーニング学習

介
護
保
険
事

業
計
画
策
定

介
護
保
険
事

業
計
画
策
定

７月５日
都道府県と広域
連合に事務連絡

最優先
事項

夏～秋頃に各県主管
部局と実務者等を対
象としたフレイル予
防対策協議会を開催

介護予防の実践（特に通いの場づくり）

重点的取組み事項
通いの場づくりを集中的に実施し、
２０２０年度末までに６％を達成

渉外活動（継続） ※必要に応じて協会理事も同行
①広域連合 ②都道府県 ③都道府県医師会・看護協会・栄養士会・薬剤師会等

渉外活動 ※必要に応じて都道府県理事等も同行
①市町村 ②保健所 ③郡市医師会・保健師・管理栄養士・薬剤師等

調
査
結
果
共
有
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